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年
度
に
所
得
制
限
を
超
え
た

２０
た
め
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
、

今
回
所
得
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
に
よ
り
、
現
在
児

　
「
赤
十
字
会
員
（
社
員
）」
と
は
、

毎
年
継
続
し
て
５
０
０
円
以
上
の

会
費
（
社
費
）
を
日
本
赤
十
字
社

へ
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
の
こ
と

で
す
。
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

活
動
資
金
は
、
国
際
救
援
活
動
、

童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を
受
給

し
て
い
な
い
方
が
、
所
得
額
の
変

更
や
扶
養
人
数
の
変
更
、
加
入
し

て
い
る
年
金
の
変
更
等
に
よ
り
受

給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申

請
書
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
は
遅

れ
た
分
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
必
ず
５
月
中
に
子
育
て

支
援
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
は

認
定
さ
れ
た
場
合
、
認
定
請
求
し

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。

必

要

書

類

　

児
童
手
当
＝
①
健
康
保
険
証

（
申
請
者
の
分
）
②
認
め
印
③
銀

行
口
座
の
分
か
る
も
の
④　

年
１

２１

月
２
日
以
降
に
東
久
留
米
市
に
転

入
し
た
方
は
、
平
成　

年
度
所
得

２１

証
明
書

　

児
童
育
成
手
当
＝
①
認
め
印
②

銀
行
口
座
の
分
か
る
も
の
③
戸
籍

謄
本
④　

年
１
月
２
日
以
降
に
東

２１

久
留
米
市
に
転
入
し
た
方
は
、
平

成　

年
度
所
得
証
明
書

２１

　

※
受
給
要
件
に
よ
っ
て
は
、
ほ

か
の
書
類
が
必
要
で
す
。
子
育
て

支
援
課
助
成
係
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
は
、
６

月
中
に
現
況
届
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
緯
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

　

申
込
資
格
等
、
詳
細
は
募
集
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
申
込
資
格
】
次
の
通
り

　
（
１
）家
族
向
＝
①
都
内
に
居
住

全
員
が　

歳
未
満
で
あ
る
こ
と
②

４０

世
帯
構
成
が
夫
婦
の
み
の
世
帯
ま

た
は
夫
婦
お
よ
び
子
の
世
帯
で
あ

る
こ
と

　
（
４
）定
期
使
用
住
宅
若
年
フ
ァ

ミ
リ
ー
向
＝
通
常
の
若
年
フ
ァ
ミ

リ
ー
向
と
同
じ

　
（
５
）定
期
使
用
住
宅
多
子
世
帯

向
＝
家
族
向
の
申
し
込
み
資
格
に

加
え
、
①
申
込
者
本
人
を
含
め
、

同
居
親
族
全
員
が　

歳
未
満
で
あ

４５

る
こ
と
②
世
帯
構
成
が
夫
婦
お
よ

び
子
の
世
帯
で
あ
る
こ
と
③
世
帯

に　

歳
未
満
の
子
が
３
人
以
上

１８
（
う
ち
最
低
１
人
は
小
学
校
５
年

生
以
上
）
い
て
、
全
員
が
都
営
住

宅
に
入
居
で
き
る
こ
と

　

※
（
４
）（
５
）
の
定
期
使
用
住

宅
と
は
、　

年
に
限
り
入
居
で
き

１０

る
住
宅
で
す
。

　
【
申
込
用
紙
等
の

配
布
】
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
５
月
７
日

（
木
）
～　

日
（
金
）

１５

に
都
市
計
画
課
（
市

役
所
５
階
）、
上
の

原
・
滝
山
・
ひ
ば
り

が
丘
の
各
連
絡
所
、

東
京
都
住
宅
供
給
公

社
募
集
セ
ン
タ
ー
、

同
公
社
の
各
窓
口
セ

ン
タ
ー
、
都
庁
、
都

内
市
区
役
所
、
町
村

役
場
で
配
布

　

※
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
（
東

京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
）、東
京
都

す
る
成
年
者
（　

歳
未
満
の
既
婚

２０

者
含
む
）
で
あ
る
こ
と
②
同
居
親

族
が
い
る
こ
と
③
世
帯
の
所
得
が

所
得
基
準
内
で
あ
る

こ
と
④
住
宅
に
困
っ

て
い
る
こ
と
⑤
暴
力

団
員
で
な
い
こ
と

　
（
２
）単
身
者
向
＝
①
都
内
に
３

年
以
上
居
住
し
て
い
る　

歳
以
上

６０

ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
条
件
を
満
た

す
単
身
者
で
あ
る
こ
と
②
現
に
同

居
し
て
い
る
親
族
が
い
な
い
こ
と

③
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基
準
内
で

あ
る
こ
と
④
住
宅
に
困
っ
て
い
る

こ
と
⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

　
（
３
）若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
＝
家

族
向
の
申
し
込
み
資
格
に
加
え
、

①
申
込
者
本
人
を
含
め
同
居
親
族

住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
で

は
、
５
月
９
日
（
土
）
･　

日
１０

（
日
）
の
午
前
９
時
半
～
午
後
５

時
も
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
期

間
中
は
同
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

　
【
申
込
受
付
期
間
】
５
月　

日
１９

（
火
）
ま
で
に
渋
谷
郵
便
局
に
届

い
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
都
市
計
画
課
緯
４
７

０
・
７
７
６
２
ま
た
は
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
緯
０

５
７
０
・
０
１
０
８
１
０
（
５
月

７
日
〈
木
〉
～　

日
〈
金
〉。
そ
の

１５

ほ
か
の
期
間
は
緯　
・
３
４
９
８
・

０３

８
８
９
４
。
い
ず
れ
も
土
曜
・
日

曜
日
を
除
く
）
へ
。

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
を
展
開
し
ま
す
。

　

そ
の
中
心
と
な
る
の
が「『
広
げ

よ
う　

地
域
に
根
ざ
し
た　

思
い

や
り
』
行
動
宣
言
」
で
す
。
こ
れ

は
地
域
の
皆
さ
ん
が
抱
え
る
課
題

と
そ
の
課
題
に
対
す
る
民
生
・
児

童
委
員
の
対
応
を
整
理
し
た
も
の

で
、
次
の
５
項
目
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
。

　

①
安
心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
地
域
社
会
づ
く
り
＝
地

域
の
皆
さ
ん
が
そ
の
地
域
で
い
つ

認
＝
日
ご
ろ
の
活
動
を
通
じ
て
把

握
し
て
い
る
要
援
護
者
の
情
報
を
、

災
害
時
の

安
否
確
認

に
役
立
つ

よ
う
活
動

を
強
化
し

ま
す

　

現
在
、
市
に
は
民
生
委
員
・
児

童
委
員　

人
と
、
主
に
児
童
福
祉

６１

の
分
野
を
担
当
す
る
主
任
児
童
委

員
６
人
が
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら

委
嘱
を
受
け
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
主
任
児
童
委
員
の
支
援
を

行
う
民
生
・
児
童
委
員
協
力
員
１

人
が
、
都
知
事
の
委
嘱
を
受
け
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
民
生
委
員
・
児
童

委
員
、
主
任
児
童
委
員
は
、
何
ら

か
の
支
援
が
必
要
な
地
域
住
民
の

方
の
世
話
役
、
パ
イ
プ
役
と
し
て

相
談
に
乗
り
、
必
要
に
応
じ
て
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
ぐ
な
ど
の
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
民
生

委
員
・
児
童
委
員
と
主
任
児
童
委

員
が
連
携
し
て
、
子
育
て
を
支
え

る
と
と
も
に
、
児
童
虐
待
や
Ｄ
Ｖ

（
家
庭
内
暴
力
）
の
予
防
・
発
見

に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

な
お
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員
は
、
援
助
活
動
を

行
う
上
で
支
援
を
必
要
と
す
る
方

の
個
人
情
報
に
触
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
職
務
上
知
り
得
た
秘

密
を
守
る
よ
う
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
緯
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

ま
で
も
住
み
続
け
た
い
と
い
う
願

い
を
大
切
に
、
行
政
や
社
協
な
ど

と
協
力
し
て
取
り
組
み
ま
す

　

②
地
域
社
会
で
の
孤
立
・
孤
独

を
な
く
す
運
動
＝
一
人
暮
ら
し
高

齢
者
の
孤
独
死
な
ど
を
防
ぐ
た
め
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
手
を
つ
な
ぐ
取

り
組
み
を
進
め
ま
す

　

③
児
童
虐
待
や
犯
罪
被
害
等
か

ら
子
ど
も
を
守
る
取
り
組
み
＝
行

政
と
緊
密
に
連
絡
を
取
り
合
い
、

子
ど
も
の
安
全
を
守
る
取
り
組
み

を
進
め
ま
す

　

④
多
く
の
福
祉
課
題
を
抱
え
る

生
活
困
難
家
庭
に
粘
り
強
く
接
し
、

地
域
社
会
に
つ
な
ぐ
取
り
組
み
＝

精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
不
安
な

状
態
を
抱
え
る
方
を
見
つ
け
、
支

援
に
つ
な
げ
ま
す

　

⑤
災
害
時
要
援
護
者
の
安
否
確

　

５
月　

日
（
火
）
は
「
民
生
委

１２

員
・
児
童
委
員
の
日
」
で
す
。
全

国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
で

は
、
５
月　

日
（
火
）
～　

日

１２

１８

（
月
）
の
一
週
間
を
「
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日
活
動
強
化
週
間
」

と
し
て
、
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に

民
生
・
児
童
委
員
や
そ
の
活
動
を

災
害
救
援
活
動
、
医
療
事
業
、
看

護
師
の
養
成
、血
液
事
業
、救
急
法
、

家
庭
看
護
法
な
ど
の
講
習
事
業
、

社
会
福
祉
事
業
、
赤
十
字
奉
仕
団

活
動
、
青
少
年
赤
十
字
活
動
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
赤
十
字
の
人
道
的
な

活
動
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

こ
の
運
動
期
間
中
、
皆
さ
ん
の

ご
自
宅
を
赤
十
字
協
賛
委
員
（
町

会
・
自
治
会
の
役
員
）
や
奉
仕
団

の
方
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、　

年
度
に
東
久
留
米
市

２０

地
区
で
は
、
個
人
の
方
や
自
治
会

を
通
じ
て
約
２
６
０
万
円
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年
も

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
緯
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。
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学
生
納
付
特
例
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の

方
は
、　

歳
に
な
っ
た
と
き
か

２０

ら
国
民
年
金
の
被
保
険
者
に
な

り
ま
す
。
学
生
で
あ
っ
て
も
国

民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。　

学
生
の
方
で
本

人
の
前
年
の
収
入
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り

在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制

度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

前
年
収
入
が
あ
っ
た
方
で
も
退

職
さ
れ
た
場
合
は
、
雇
用
保
険

の
離
職
票
ま
た
は
受
給
資
格
者

証
等
の
添
付
に
よ
り
、
保
険
料

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
を
行
わ
ず
保
険
料
が
未

納
の
ま
ま
だ
と
、
不
慮
の
事
故

や
病
気
等
に
よ
り
障
害
の
状
態

に
な
っ
た
場
合
で
も
、
障
害
基

礎
年
金
等
の
保
障
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

申
請
は
、
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
（
年
度
ご
と
に
申
請
が
必

要
で
す
）。
申
請
の
際
は
、年
金

手
帳
と
新
年
度
有
効
な
学
生
証

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
同
居

の
家
族
が
申
請
す
る
場
合
は
、

認
め
印
も
必
要
で
す
。

加
給
年
金
額
が
支
給

停

止

に

な

る 

場
合
が
あ
り
ま
す

　

加
給
年
金
額
は
、
老
齢
厚
生

年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
当

時
、
厚
生
年
金
加
入
期
間
が　
２０

年
以
上
（
中
高
齢
特
例
は　

～
１５

　

年
以
上
）
で
あ
る
方
に
配
偶

１９者
ま
た
は
子
が
あ
り
、
そ
の
対

象
者
が
生
計
維
持
や
年
齢
な
ど

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

に
加
算
さ
れ
ま
す
。　　
　

　

加
給
年
金
額
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
配
偶
者
が
、
老
齢
（
退

職
）・
障
害
を
事
由
と
す
る
年
金

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

加
給
年
金
額
は
支
給
停
止
に
な

り
ま
す
。
老
齢
（
退
職
）・
障
害

を
事
由
と
す
る
年
金
に
は
、
主

に
次
に
あ
げ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

①
老
齢
厚
生
年
金
（
被
保
険

者
期
間
が
原
則　

年
以
上
の

２０

方
）
②
退
職
共
済
年
金
（
組
合

員
期
間
が
原
則　

年
以
上
の

２０

方
）（
中
高
齢
特
例
は　

～　

年

１５

１９

以
上
昭
和　

年
４
月
１
日
以
前

２６

生
ま
れ
の
方
が
対
象
）
③
障
害

基
礎
年
金
④
障
害
厚
生
年
金
⑤

障
害
共
済
年
金

　

こ
の
い
ず
れ
か
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ

た
場
合
、「
加
給

年
金
額
支
給

停
止
事
由
該

当
届
」
を
武
蔵

野
社
会
保
険

事
務
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
市
保
険
年
金
課
緯

４
７
０
・
７
７
３
２
ま
た
は
、

武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
緯
０

４
２
２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

２１年度（２０年分）所得制限限度額表

※上記所得制限額未満の方が対象

児童育成手児童育成手当当児童手児童手当当
扶養親族扶養親族等等
のの数数 （育成手当（育成手当・・

障害手　障害手当当））　
厚生年金等各厚生年金等各種種
年金加入者年金加入者　　

国民年金加入国民年金加入者者
・未加入者・未加入者　　

３６０万４千円５３２万円４６０万円０人

３９８万４千円５７０万円４９８万円１人

４３６万４千円６０８万円５３６万円２人

４７４万４千円６４６万円５７４万円３人

５１２万４千円６８４万円６１２万円４人

５５０万４千円７２２万円６５０万円５人

児
童
手
当
・

　
　

児
童
育
成
手
当

所
得
制
限
で
受
給
し
て
い
な
い
方
へ

都営住宅都営住宅へへ
の入居者の入居者をを
募集しま募集しますす

５月は赤十字
運動月間です

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

５５
月月　

日日
１１２２

都
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

７
月　

日
（
日
）
に
東
京
都
議

１２

会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。　

北
多
摩
第
四
選
挙
区
（
清
瀬
市
・

東
久
留
米
市
）
で
は
、
立
候
補
を

予
定
し
て
い
る
方
を
対
象
に
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

立
候
補
予
定
者
と
関
係
者
の
方

は
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
５
月　

日
（
土
）
午
前

１６

　

時
か
ら

１０
　
【
会
場
】清
瀬
市
役
所
４
階
第
２

委
員
会
室
（
清
瀬
市
中
里
五
丁
目

８
４
２
番
地
）　
　
　
　
　
　
　

　
【
持
ち
物
】
筆
記
用
具
、
書
類
を

受
領
す
る
方
の
認
め
印

　

※
当
日
受
け
付
け
表
に
記
載
し

て
い
た
だ
く

た
め
に
、
立

候
補
予
定
者

の
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
住

所
・
電
話
番

号
・
本
籍
・
生
年
月
日
・
党
派
・

職
業
、
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
の

連
絡
先
（
担
当
者
氏
名
・
住
所
・

電
話
番
号
）、報
道
機
関
等
へ
の
公

表
の
可
否
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
緯
４
７
０
・
７
７
７
７
へ
。


